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大田原市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例の制 

定について 

大田原市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例を別紙のとお

り制定する。 
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大田原市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第２７条第３項第２号、第２８条第２項各号、第２９条第３項第２号及び第３０

条第２項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額（以下「利用者負担

額」という。）等について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の例による。 

（利用者負担額） 

第３条 利用者負担額は、支給認定子どもの年齢及び保育必要量並びに支給認定保護者の

属する世帯の所得の状況その他の事情（以下「支給認定子どもの年齢等」という。）を

勘案して規則で定める。 

（利用者負担額の減免等） 

第４条 市長は、別に定めるところにより、利用者負担額を減免し、又はその徴収を猶予

することができる。 

（委任） 

第５条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（私立保育所に係る利用者負担額の経過措置） 

２ 法附則第６条第４項に規定する市が定める額は、同項に規定する場合における家計に

与える影響を考慮して同項に規定する保育認定子ども（法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもに該当するものを除く。）の年齢、保育必要量等に応じて規則で

定める。 

（私立幼稚園に係る利用者負担額の経過措置） 

３ 法附則第９条第１項第１号イ、同項第２号イ⑴、同号ロ⑴、同項第３号イ⑴及び同号

ロ⑴に規定する政令で定める額を限度として市が定める額は、支給認定子どもの年齢等

を勘案して規則で定める。 

 

 


